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【 手 続 補 正 書 】
【 提 出 日 】 令 和 4 年 1 0 月 3 日 ( 2 0 2 2 . 1 0 . 3 )
【 手 続 補 正 １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 特 許 請 求 の 範 囲
【 補 正 対 象 項 目 名 】 全 文
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
　 移 動 体 に 設 け ら れ 、 第 １ の 道 路 交 通 検 出 情 報 を 取 得 す る 第 １ の 道 路 交 通 検 出 情 報 取 得 手  
段 と 、
　 前 記 移 動 体 に 設 け ら れ た 第 １ の 通 信 機 と 、
　 管 制 エ リ ア 毎 に 配 置 さ れ た 管 制 装 置 に 設 け ら れ た 第 ２ の 通 信 機 と 、
　 前 記 管 制 装 置 に 設 け ら れ 、 前 記 第 １ の 通 信 機 を 通 じ て 前 記 第 ２ の 通 信 機 が 受 信 し た 前 記  
第 １ の 道 路 交 通 検 出 情 報 に 基 づ い て 道 路 交 通 情 報 を 認 識 す る 道 路 交 通 情 報 認 識 手 段 と 、
　 前 記 管 制 装 置 に 設 け ら れ 、 前 記 管 制 エ リ ア 内 に 存 在 す る 車 両 の 制 御 情 報 と し て 、 少 な く  
と も 、 前 記 車 両 と 障 害 物 と の 衝 突 を 緊 急 回 避 す る た め の 制 御 の 目 標 値 或 い は 制 御 指 示 値 を  
、 前 記 道 路 交 通 情 報 に 基 づ い て 演 算 す る 制 御 情 報 演 算 手 段 と 、
　 前 記 車 両 に 搭 載 さ れ 、 前 記 第 ２ の 通 信 機 を 通 じ て 前 記 第 １ の 通 信 機 が 受 信 し た 前 記 制 御  
情 報 に 基 づ い て 運 転 制 御 を 行 う 運 転 制 御 実 行 手 段 と 、 を 備 え た こ と を 特 徴 と す る 車 両 の 運  
転 制 御 シ ス テ ム 。
【 請 求 項 ２ 】
（ 削 除 ）
【 請 求 項 ３ 】
　 道 路 交 通 検 出 情 報 を 取 得 す る 道 路 交 通 検 出 情 報 取 得 手 段 と 、
　 管 制 エ リ ア 毎 に 配 置 さ れ た 管 制 装 置 に 対 し て 前 記 道 路 交 通 検 出 情 報 を 送 信 す る と と も に  
、 少 な く と も 前 記 車 両 が 障 害 物 と の 衝 突 を 緊 急 回 避 す る た め の 制 御 の 目 標 値 或 い は 制 御 指  
示 値 を 含 む よ う に 前 記 管 制 装 置 に お い て 演 算 さ れ た 制 御 情 報 を 受 信 す る 通 信 機 と 、
　 前 記 制 御 情 報 に 基 づ い て 運 転 制 御 を 行 う 運 転 制 御 実 行 手 段 と 、 を 備 え た こ と を 特 徴 と す  
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る 車 両 の 運 転 制 御 装 置 。
【 請 求 項 ４ 】
　 前 記 制 御 情 報 演 算 手 段 は 、 前 記 制 御 情 報 と し て 、 前 記 車 両 と 前 記 障 害 物 と の 衝 突 を 緊 急  
制 動 制 御 に よ り 回 避 さ せ る た め の 目 標 減 速 度 を 算 出 し 、 前 記 緊 急 制 動 制 御 に よ る 前 記 車 両  
と 前 記 障 害 物 と の 衝 突 回 避 が 不 可 能 で あ る 場 合 に 、 さ ら に 、 前 記 車 両 と 前 記 障 害 物 と の 衝  
突 を 緊 急 操 舵 制 御 に よ り 回 避 さ せ る た め の 目 標 舵 角 を 算 出 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １  
に 記 載 の 車 両 の 運 転 制 御 シ ス テ ム 。
【 請 求 項 ５ 】
　 前 記 制 御 情 報 演 算 手 段 は 、 前 記 制 御 情 報 を 演 算 し た 前 記 車 両 の 挙 動 に よ っ て 、 他 の 車 両  
が 影 響 を 受 け る 場 合 、 前 記 他 の 車 両 に 対 し て も 、 必 要 に 応 じ て 衝 突 回 避 の た め の 前 記 制 御  
情 報 を 演 算 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ ま た は 請 求 項 ４ に 記 載 の 車 両 の 運 転 支 援 シ ス テ  
ム 。
【 請 求 項 ６ 】
　 前 記 運 転 制 御 実 行 手 段 は 、 前 記 第 ２ の 通 信 機 を 通 じ て 前 記 第 １ の 通 信 機 が 受 信 し た 前 記  
制 御 情 報 を 、 前 記 車 両 に お い て 別 途 演 算 し た ド ラ イ バ の 利 便 性 向 上 に 係 る 制 御 情 報 よ り も  
優 先 さ せ て 前 記 運 転 制 御 を 行 う こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ 、 請 求 項 ４ ま た は 請 求 項 ５ の 何  
れ か １ 項 に 記 載 の 車 両 の 運 転 支 援 シ ス テ ム 。
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